
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年度壬生町人事行政の運営等の状況  
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 地方公務員法第５８条の２及び壬生町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定

により、平成２３年度における壬生町職員に係る人事行政の運営等の状況の概要及び栃木県

人事委員会（公平委員会）からの業務の状況報告を次のとおり公表します。 

 

 

 平成２４年８月２３日 

 

 

                                             壬生町長 小 菅 一 弥 

 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

 

 (１) 職員の任免状況 

   ① 職員の採用の状況（平成２３年度採用者） 

 試験採用 選考採用 合計 

採用者数 ６人 ０人 ６人 

    

   ② 職員の離職状況（平成２３年度退職者） 

退職事由 
定年

退職 

早期退職

優遇措置 

普通

退職 

分限

免職 

懲戒

免職 
失職 

死亡

退職 

任期満了 

による離職 

人  数 ６人 ― １人 ― ― ― １人 ― 

 

 (２) 職員の在職状況 

      ① 職種別職員数（平成２３年４月１日現在）  

区  分 人  数 

一般行政職 １８５人 

税務職 １２人 

薬剤師・医療技術職 １人 

看護・保健職 ５人 

福祉職 ２３人 

企業職 ８人 

その他の教育職 ２人 

技能労務職 ２８人 

合  計 ２６４人 

  （注）教育長を除いています。 

 

      ② 年齢階層別職員数（平成２３年４月１日現在）  

年齢 人数 構成比 

１９歳以下 １人 ０．４％ 

２０歳～２９歳以下 ２７人 １０．２％ 

３０歳～３９歳以下 ５７人 ２１．６％ 

４０歳～４９歳以下 ７３人 ２７．６％ 

５０歳～５９歳以下 １０６人 ４０．２％ 

合計 ２６４人 １００．０％ 

  （注）教育長を除いています。 
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 (３) 定員管理の状況 

      部門別職員数の状況（各年４月１日現在）と主な増減理由は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年 平成22年 平成23年 平成20年 平成21年 平成22年

議会 3 3 3 ‐ ‐ ‐

総務企画 56 58 60 1 2 2 ・工業担当及び消防防災担当職員の増員

税務 13 13 12 △3 ‐ △ 1
民生 57 57 55 2 ‐ △ 2
衛生 17 17 15 △ 1 ‐ △ 2

労働 0 0 0 ‐ ‐ ‐

農林水産 13 12 11 △ 1 △ 1 △ 1

商工 3 3 3 ‐ ‐ ‐
土木 23 22 22 ‐ △1 ‐

小計 １８５ １８５ １８１ △ 2 0 △ 4
特別 教育 53 52 48 △ 1 △ 1 △ 4 ・給食調理業務の委託による減員

行政
部門 小計 ５３ ５２ ４８ △ 1 △ 1 △ 4

２３８ ２３７ ２２９ △ 3 △ 1 △ 8
公営 水道 8 8 8 △ 1 ‐ ‐

企業 下水道 10 11 11 △ 1 1 ‐

等 その他 18 18 17 1 ‐ △ 1

会計
部門 小計 ３６ ３７ ３６ △ １ １ △ １

２７４ ２７４ ２６５ △ ４ ‐ △ ９
　　（注）職員数は一般職に属する職員数で、教育長、休職者及び派遣職員などを

　　　　　含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

主な増減理由
部　　　門

一
般
行
政
部
門

普通会計計

合　　計

区　　　分 職　員　数（人） 対前年増減数（人）
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２ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (１)　人件費の状況

壬生町の人口（人）

Ｈ２３．　３．３１

　　（注）　人件費には、特別職の職員に支給される給料、報酬等が含まれています。

  (２)　職員給与費の状況（平成２３年度一般会計予算）

給　　　料 職　員　手　当 期末･勤勉手当 合　　　計

９１２,６９０千円 １４０,６５５千円 ３３５,３４６千円 １,３８８,６９１千円

　　（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　（注）２　給与費は、当初予算計上額です。

  (３)　職員の平均給料月額と平均年齢（平成２３年４月１日現在）

区 分 平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢

一 般 行 政 職 ３４７,０００円 ４４. ８歳

税 務 職 ３１９,０００円 ４２. ０歳

薬剤師・医療技術職 ３７２,４００円 ４８. ３歳

看 護 ・ 保 健 職 ２６５,６００円 ３４. ８歳

福 祉 職 ２９７,８００円 ３８.５歳

企 業 職 ３３９,３００円 ４５.４歳

そ の 他 の 教 育 職 ３６１,３００円 ４２. ８歳

技 能 労 務 職 ２５７,３００円 ５１. ３歳

  (４)　職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）
       

区　　　　分 支　　給　　額

一般行政職 大学卒 １７２,２００円

高校卒 １４４,５００円

技能労務職 高校卒 １３７,２００円

　 （注）　一般行政職と技能労務職とは、異なった給与体系をとっています。

　　 　　　一般行政職には行政職給料表、技能労務職には技能労務職給料表が適用されます。

３９,３４１ １１,８２５,０３４ ４８５,０９８ ２,０５４,９２７

　　歳出額に対する人件費の割合（平成２２年度普通会計決算）は次のとおりです。

歳出額（千円）　Ａ 実質収支（千円） 人件費（千円）　Ｂ

給　　　与　　　費

               

人件費率（Ｂ／Ａ） 平成２1年度人件費率

１７.４% １７.２%

(4)　職員の初任給の状況（平成１６年４月１日現在）
       

区　　　　分 支　　給　　額
一般行政職大学卒 　　　　１７０，７００　円

高校卒 　　　　１４３，３００　円
技能労務職高校卒 　　　　１３６，０００　円
　　（注）　一般行政職には行政職給料表が、技能労務職には技能労務職給料表が適用され、
　　　　　　異なった給与体系になってます。
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１０年～１４年 １５年～１９年 ２０年～２４年 ２５年～２９年

大 学 卒 ２７６,４００円 ３３２,８００円 ３６９,２００円 ３８９,１００円

高 校 卒 ２１０,４００円 ー ３３４,６００円 ３６９,１００円

　　（注）　経験年数は、役場に採用されてからの年数をいいます。

　　　　　　

区　　　　分
経　　　験　　　年　　　数

一般行政職

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (６)　一般行政職の級別職員数の状況（平成２３年４月１日現在）

区　　分 １　　級 ２　　級 ３　　級 ４　　級 ５　　級 ６　　級 ７　　級 計

職員数 １６人 ７人 ４５人 ４０人 ２６人 ４０人 １１人 １８５人

構成比 ８.６％ ３.８％ ２４.３％ ２１.６％ １４.１％ ２１.６％ ６.０％ １００％
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（７）職員手当の状況（平成２３年４月１日現在）

   ①　扶養手当の状況 　　　

配偶者

（月額） その他

　扶養手当は、扶養親族のある職員が支給対象となり、１１７人に支給しました。

　１人平均支給額は、１９，０００円／月となります。

　（平成２３年４月実績、以下⑦まで同様）

 　②　住居手当の状況

借　　家

　１人平均支給額は、２５，４００円／月となります。

　③　通勤手当の状況

　１人平均支給額は、４，７００円／月となります。

　④　管理職手当の状況

　１人平均支給額は、４８，１００円／月となります。

　⑤　特殊勤務手当の状況

　特殊勤務手当は、勤務の特殊性に基づき支給となりますが、支給対象者はいませんでした。

　⑥　時間外勤務手当の状況

　時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務した場合支給となり、１６１人に支給しました。

　１人平均支給額は、２６，２５３円／月となります。

　⑦　宿日直手当の状況

　宿日直手当は、宿日直等勤務した場合支給となり、３０人に支給しました。

　１人平均支給額は、４，２００円／月となります。

　⑧　期末・勤勉手当の状況

平成２３年度

支 給 割 合

　　６月期

　１２月期

　　計

　支給割合は国と同じです。

家賃に応じ２７，０００円以内

月額換算で５５，０００円

支　　　　　給　　　　　額区　　　　分

６，５００円(配偶者がない場合にあっては１人については１１，０
００円）

扶養手当 配偶者以
外

１３，０００円

　住居手当は、住宅、貸間等を借り受けている職員が支給対象となり３２人に支給しました。

１６歳から２２歳の子１人につき５，０００円加算

住居手当（月額）

　通勤手当は、通勤のため交通機関を利用することを常例とする職員及び自動車等を使用する
職員が支給対象となり、２２６人に支給しました。

　管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員が支給対象となり、役職に応じ８７人に支給
しました。

期　　　末 勤　　　勉

通勤手当

交 通 機 関 利 用 者 運賃相当額

自 家 用 車 等 利 用 者 月額２，０００円～２４，５００円

全 額 支 給 限 度 額

２．６月分 １．３５月分

１．２２５月分 ０．６７５月分

１．３７５月分 ０．６７５月分
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 (８) 勤務時間の状況 

一般的な職場 

１週間の勤務時間 ３８時間４５分 

勤務時間 ８時３０分～１７時１５分 

休憩時間 １２時～１３時 

 ※ 勤務施設によって勤務時間･休憩時間は異なる場合がありますが、１週間の勤務時間はすべて

３８時間４５分になります。 

 

 (９) 年次有給休暇 

      年次有給休暇制度の概要 

   職員には、１年度当たり原則として２０日の年次有給休暇が与えられます。年次有給

休暇は、２０日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができます。１日又は

１時間を単位として取得することができます。     

取得職員人数 ２５８人 

平均取得日数 １１.１日 

 

 

 

 (１０) 特別休暇 

   特別休暇制度の概要 

  特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡、交通機関の事故その他の特別の

事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇です。 

概          要 実  績 

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合の休暇で、必要と認めら

れる期間 
取得者なし 

職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その

他官公署へ出頭する場合の休暇で、必要と認められる期間 
取得者なし 

骨髄移植のための登録又は骨髄液提供に係る必要な検査、入院等のための休暇

で、必要と認められる期間（ただし、職員の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹に

骨髄液を提供する場合は該当しません。） 

取得者なし 

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで地震、暴風雨、噴火等による被災地、

被災者を支援する活動、身体障害者養護施設、特別養護老人ホームにおける活

動及び身体、精神上の障害、負傷、疾病者等の介護支援活動のための休暇で、

１年度当たり５日の範囲内の期間 

１人 

職員が結婚する場合の休暇で、連続する５日の範囲内の期間 １人 

女性職員の生理のための休暇で、必要と認められる２日以内の期間 取得者なし 

妊娠中の女性職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

の休暇で、必要と認められる期間 
取得者なし 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健

康保持に影響を与えると認められる場合の休暇で、勤務時間の始め又は終わり

において、１日を通じて１時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 

取得者なし 

６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である女

性職員が申し出た場合の休暇で、出産の日までの申し出た期間 
４人 

女性職員が出産した場合の休暇で、出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間 
４人 

生後１年に達しない生児を育てる職員が、その子の保育のために必要と認めら

れる授乳等を行う場合の休暇で、１日２回それぞれ３０分以内の期間又は１日

１回６０分以内の期間 

取得者なし 

職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付

添い等のための休暇で、入院する等の日から出産の日後２週間を経過する日の

期間内の２日の範囲内の期間 

１人 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護（負傷

し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。）のための休暇で、

１年度当たり５日の範囲内の期間 

５人 
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職員の親族が死亡した場合の休暇で、親族に応じ１～７日の範囲内の期間 ３８人 

職員が父母の追悼のため特別な行事（父母の死亡後１５年以内に行われるもの

に限る。）を行うための休暇で、１日の範囲内の期間 
取得者なし 

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の

充実のための休暇で、７月から９月までの期間における３日の範囲内の期間 
平均取得2.8日 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場

合で、職員が当該住居の復旧作業等を行うための休暇で、７日の範囲内の期間 
取得者なし 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが

著しく困難となる場合の休暇で、必要と認められる期間 
取得者なし 

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危

険を回避するための休暇で、必要と認められる期間 
取得者なし 

 

 

 

 

 

 

 (１１) 育児休業及び部分休業 

概          要 実  績 

育児休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するた

め、その子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しない制度

です。育児休業期間中給与は支給されません。 
６人 

部分休業は、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を養育するた

め、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えな

い範囲内において職務に従事しない制度です。部分休業の承認は、３０分を単

位として行われます。部分休業については、勤務しない１時間につき１時間当

たりの給与額が減額されます。 

取得者なし 

 

 (１２) 介護休暇 

概          要 実  績 

職員が任命権者の承認を受けて、負傷・疾病又は老齢により２週間以上にわた

り日常生活を営むのに支障がある者（配偶者・父母(養父母)・子等）の介護を

するための休暇です。この休暇は、連続する６か月の期間内において必要と認

められる期間、連続してあるいは断続して取得することができます。介護休暇

期間中、勤務しない１時間につき１時間当たりの給与額が減額されます。 

取得者なし 

 

 (１３) 病気休暇 

概          要 実  績 

負傷又は疾病のために勤務に服することができない職員に対し、医師等の証明

等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させるための休

暇です。休暇の期間についての制限は特にありませんが、休暇請求の原因とな

った傷病に応じ一定期間経過後には休職処分等が行われます。 

１４人 

 

 

３ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況  

 

 (１) 分限処分 

 免職 降任 休職 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 ― ― ― ― ０人 

心身の故障の場合 ― ― １人 ― １人 

職に必要な適格性を欠く場合 ― ― ― ― ０人 

職制等の改廃等により過員等を生じた場合 ― ― ― ― ０人 

刑事事件に関し起訴された場合 ― ― ― ― ０人 
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 (２) 懲戒処分 

 免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 ― ― ― ― ０人 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った

場合 
― ― ― ― ０人 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行が

あった場合 
― ― ― ― ０人 

 

 

 

 

 

４ 職員の服務の状況  

 

 (１) 地方公務員の服務規律の概要 

 地方公務員法において、職員の服務の根本基準を「すべて職員は、全体の奉仕者とし

て公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念

しなければならない。」と定めています。このことから、職員は、全体の奉仕者である

ため種々の服務義務や制限が加えられることとなります。服務義務や制限については概

ね次のとおりです。 

① 服務の宣誓 

② 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

③ 信用失墜行為の禁止 

④ 秘密を守る義務 

⑤ 職務専念義務 

⑥ 政治的行為の制限 

⑦ 争議行為等の禁止 

⑧ 営利企業等の従事制限 

 

 (２) 服務規律の確保のためにとった措置の概要 

   職員の綱紀粛正及び服務規律の確保については、次のように行っています。  

   ・朝礼（月１回）の際、職員に訓示 

   ・定例幹部会議（月１回）において、必要に応じ職員に指示 

   ・必要に応じ、文書、庁内イントラネットにより指示 

 

 (３) 営利企業等従事許可の状況 

従  事  職 件 数 

壬生町消防団員 ６件 

 

 

５ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

 

 (１) 研修の実施状況 

研 修 実 施 団 体 参加人数 

栃木地区職員研修協議会  ８７人 

栃木県市町村職員研修協議会  ３０人 

県職員・市町村職員合同研修   ２人 

市町村職員中央研修所   ５人 

社団法人日本経営協会  １４人 

その他自主研修  ３１人 
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 (２) 勤務成績の評定の状況 

 平成１９年度から人事評価制度の試行が始まり、平成２０年度から管理職の職員について

本格実施となりました。 

平成２１年度より管理職以外の職員についても本格的に実施しております。 

 

６ 職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

 (１) 職員の健康の保持増進対策 

   職員の健康の保持増進対策として、職員の健康診断、産業医による個別相談を実施し

ています。 

   その他、希望による人間ドック、脳ドックの受診を推奨しています。 

 

 (２) 災害補償の実施状況 

   職員の公務上の災害（災害とは、負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。）又は通勤

による災害に対しては、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などの補償がありま

す。 

    

 負傷 疾病 障害 死亡 合計 

公務上の災害 １人 ― ― ― １人 

通勤による災害 ― ― ― ― ０人 

 

 

 

 (３) 壬生町職員互助会への補助の実施状況 

   壬生町職員互助会が実施する職員に対する福利厚生事業に対し、職員１人当たり、６，

５００円の補助をしております。 

 

 

  ○栃木県人事委員会から壬生町長に対する平成２３年度業務の状況報告は次のとおりで

す。 

   ・勤務条件に関する措置の要求の状況 

     係属事案はなく、平成２３年度に新たな措置要求はなかった。 

 

   ・不利益処分に関する不服申立ての状況 

     係属事案はなく、平成２３年度に新たな不服申立てはなかった。 


